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(57)【要約】
【課題】脳からの運動指令に関する信号の、直接の運動
や言語を介さない実時間での検出を可能にすることにあ
る。
【解決手段】脳の、自発的な運動指令のための領域に対
応して頭皮上に配置されて脳波を検出する電極Ｅ１と、
前記電極が検出した脳波から、自発的な運動指令に伴っ
て発生する脳波を抽出する脳波抽出手段１，２と、前記
抽出した脳波のパワーを検出する脳波パワー検出手段３
，４，５と、前記検出した脳波のパワーが所定の指令閾
値を越えて変化したか否かを識別し、その脳波のパワー
が前記指令閾値を越えて変化した場合に運動指令があっ
たものと判断する運動指令判断手段６と、前記運動指令
があったものと判断した場合に運動指令信号を出力する
運動指令出力手段６と、を具えることを特徴とする、脳
波－運動指令変換装置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脳の、自発的な運動指令のための領域に対応して頭皮上に配置されて、脳波を検出する
電極と、
　前記自発的な運動指令のための領域に対応する電極が検出した脳波から、自発的な運動
指令に伴って発生する脳波を抽出する脳波抽出手段と、
　前記脳波抽出手段が抽出した自発的な運動指令に伴って発生する脳波のパワーを検出す
る脳波パワー検出手段と、
　前記脳波パワー検出手段が検出した自発的な運動指令に伴って発生する脳波のパワーが
所定の指令閾値を越えて変化したか否かを識別し、前記自発的な運動指令に伴って発生す
る脳波のパワーが前記指令閾値を越えて変化した場合に運動指令があったものと判断する
運動指令判断手段と、
　前記運動指令判断手段が運動指令があったものと判断した場合に運動指令信号を出力す
る運動指令出力手段と、
を具えることを特徴とする、脳波－運動指令変換装置。
【請求項２】
　脳の、運動動作のための領域に対応して頭皮上に配置されて、脳波を検出する電極をさ
らに具え、
　前記脳波抽出手段は、前記運動動作のための領域に対応する電極が検出した脳波から、
前記自発的な運動指令に応じた運動動作に伴って発生する脳波も抽出し、
　前記脳波パワー検出手段は、前記脳波抽出手段が抽出した運動動作に伴って発生する脳
波のパワーも検出し、
　前記運動指令判断手段は、前記脳波パワー検出手段が検出した運動動作に伴って発生す
る脳波のパワーが所定の運動閾値を越えて変化したか否かも識別し、前記自発的な運動指
令に伴って発生する脳波のパワーが前記指令閾値を越えて変化するとともに、前記運動動
作に伴って発生する脳波のパワーも前記運動閾値を越えて変化した場合に運動指令があっ
たものと判断することを特徴とする、請求項１記載の脳波－運動指令変換装置。
【請求項３】
　脳の、前記自発的な運動指令のための領域は、前頭葉領域であり、
　前記自発的な運動指令に伴って発生する脳波は、シータ波であることを特徴とする、請
求項１記載の脳波－運動指令変換装置。
【請求項４】
　前記自発的な運動指令に伴って発生する脳波を検出する電極は、国際１０－２０法によ
り定義されるＦｚ電極であることを特徴とする、請求項３項記載の脳波－運動指令変換装
置。
【請求項５】
　脳の、前記運動動作のための領域は、中心回領域であり、
　前記運動動作に伴って発生する脳波は、シータ波であることを特徴とする、請求項２記
載の脳波－運動指令変換装置。
【請求項６】
　前記運動動作に伴って発生する脳波を検出する電極は、国際１０－２０法により定義さ
れるＣ３電極およびＣ４電極の少なくとも一方であることを特徴とする、請求項５記載の
脳波－運動指令変換装置。
【請求項７】
　前記脳波パワーの検出は、統計検定によって行うことを特徴とする、請求項１から６ま
での何れか一項記載の脳波－運動指令変換装置。
【請求項８】
　前記統計検定の検定量は、以下に示すｔ検定量
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【数１】

但し、Ｓ１，Ｓ２は、計測した脳波の電位の２乗値の最新のゼロクロッシングポイントか
ら過去ｎ１個までの分散および過去ｎ２個からｎ３個までの分散、

は、計測した脳波の電位の値の最新のゼロクロッシングポイントから過去ｎ１個までの２
乗平均値および過去ｎ２個からｎ３個までの２乗平均値、ｎ１，ｎ２，ｎ３は、ｎ１＜ｎ

２＜ｎ３の任意の整数、
であることを特徴とする、請求項７記載の脳波－運動指令変換装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、コンピュータや機械装置等の作業機器の操作を手や言葉を介さずに脳波か
ら検出した信号で実現する脳波－運動指令変換装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　神経・筋疾患患者のコミュニケーション手段の回復または運動機能の回復を目的として
、従来は例えば以下のような技術が実施されている。すなわち、四肢の運動機能が残存す
る神経・筋疾患患者に対しては、スイッチやセンサによる入力方式によりコミュニケーシ
ョン手段を回復する技術が実用化されている。また、眼球運動機能が残存する患者に対し
ては、視線を用いた入力装置が開発されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　一方、四肢の運動機能が減退している患者に対しては、筋活動に伴う電気的信号である
筋電を計測し、その筋電の信号処理を実施することで脳からの運動指令を検出し、運動を
補助または支援する装置へ入力することで運動機能を回復する技術が開発されている（特
許文献２参照）。また、四肢の運動機能が残存しない患者に対しては、脳活動を計測し、
その信号処理を実施することで、脳からの運動指令を検出したりコミュニケーション手段
を回復したりする技術が開発されている。
【０００４】
　さらに、患者の意思を二者択一で検出するために、近赤外分光装置を用いて脳血流変化
を検出することにより、直接的思考とは異なる思考によって制御対象を制御する技術が開
発されている（特許文献３）。また、頭皮上に配置した脳波電極を用いて、コンピュータ
上のカーソルを二次元で操作する技術についても開発されている（非特許文献１）。そし
て、脳皮質に直接的に脳波用の電極を挿入することで、脳信号を検出する技術も開発され
ている（非特許文献２）。
【特許文献１】特開２００５－１００３６６号公報
【特許文献２】特開２００４－１８０８１７号公報
【特許文献３】特開２００６－０７２６０６号公報
【非特許文献１】Wolpaw JR & McFarland DJ, Proc Natl Acad Sci USA., Vol.101, 1784
9-17854 (2004)
【非特許文献２】Hochberg LR et al., Nature, Vol.442, 164-171.
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、四肢の運動機能が残存する神経・筋疾患患者のために開発された従来技
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術では、四肢の運動機能を喪失した重度の神経・筋疾患患者に対しては用いることができ
ない。また、四肢の運動機能が残存しない患者のために開発された近赤外分光装置を用い
た従来技術では、血流活動を計測しているために、患者による意思表示から５～１０秒程
度の時間遅れが原理的に発生する。一方、従来の頭皮上に配置した脳波電極を用いた場合
でも、運動の指令に係わる脳活動を測定しているのではなく、コンピュータ上のカーソル
を操作するための脳活動を新たに脳内に構築することで実現しているために、患者の運動
指令に対して時間的な遅れが発生してしまう。さらに、直接的に脳内に電極を挿入する従
来技術では、開頭手術を要するために医学的な危険性を伴う。
【０００６】
　そこでこの発明は、開頭手術等のような従来技術における侵襲性の問題を解決するとと
もに、四肢の運動機能が残存しない患者に対して適用できないという問題および、人間の
運動指令に対して発生する時間遅れの問題を解決することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、上記課題を有利に解決するものであり、この発明の脳波－運動指令変換装
置は、脳の、自発的な運動指令のための領域に対応して頭皮上に配置されて、脳波を検出
する電極と、前記自発的な運動指令のための領域に対応する電極が検出した脳波から、自
発的な運動指令に伴って発生する脳波を抽出する脳波抽出手段と、前記脳波抽出手段が抽
出した自発的な運動指令に伴って発生する脳波のパワーを検出する脳波パワー検出手段と
、前記脳波パワー検出手段が検出した自発的な運動指令に伴って発生する脳波のパワーが
所定の指令閾値を越えて変化したか否かを識別し、前記自発的な運動指令に伴って発生す
る脳波のパワーが前記指令閾値を越えて変化した場合に運動指令があったものと判断する
運動指令判断手段と、前記運動指令判断手段が運動指令があったものと判断した場合に運
動指令信号を出力する運動指令出力手段と、を具えることを特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　かかるこの発明の脳波－運動指令変換装置にあっては、脳の、自発的な運動指令のため
の領域に対応して頭皮上に配置された電極が、その脳からの脳波を検出し、脳波抽出手段
が、その自発的な運動指令のための領域に対応する電極が検出した脳波から、自発的な運
動指令に伴って発生する脳波を抽出し、脳波パワー検出手段が、その脳波抽出手段が抽出
した自発的な運動指令に伴って発生する脳波のパワーを検出し、運動指令判断手段が、そ
の脳波パワー検出手段が検出した自発的な運動指令に伴って発生する脳波のパワーが所定
の指令閾値を越えて変化したか否かを識別して、前記自発的な運動指令に伴って発生する
脳波のパワーが前記指令閾値を越えて変化した場合に運動指令があったものと判断し、そ
して運動指令出力手段が、その運動指令判断手段が運動指令があったものと判断した場合
に運動指令信号を出力する。
【０００９】
　従って、この発明の脳波－運動指令変換装置によれば、頭皮上に電極を配置された人が
考える運動指令に応じて運動指令信号を出力することができるので、コンピュータや機械
装置の操作を手や言葉を介さずに実現することができ、しかも頭皮上に電極を配置する非
侵襲の脳波計測技術を用いるので、開頭手術等のような侵襲性に関する問題を解決するこ
とができ、また通常の自発的な運動指令に伴って発生する脳波活動を用いるので、四肢の
運動機能が残存しない患者に対して適用できないという問題および人間の運動指令に対し
て発生する時間遅れに関する問題を解決することができる。
【００１０】
　なお、この発明の脳波－運動指令変換装置においては、脳の、運動動作のための領域に
対応して頭皮上に配置されて、脳波を検出する電極をさらに具え、前記脳波抽出手段は、
前記運動動作のための領域に対応する電極が検出した脳波から、前記自発的な運動指令に
応じた運動動作に伴って発生する脳波も抽出し、前記脳波パワー検出手段は、前記脳波抽
出手段が抽出した運動動作に伴って発生する脳波のパワーも検出し、前記運動指令判断手
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段は、前記脳波パワー検出手段が検出した運動動作に伴って発生する脳波のパワーが所定
の運動閾値を越えて変化したか否かも識別し、前記自発的な運動指令に伴って発生する脳
波のパワーが前記指令閾値を越えて変化するとともに、前記運動動作に伴って発生する脳
波のパワーも前記運動閾値を越えて変化した場合に運動指令があったものと判断するよう
にしても良く、このように、運動動作に伴って発生する脳波活動も併せて用いれば、より
正確に運動指令に応じて運動指令信号を出力することができる。
【００１１】
　すなわち、当該発明において用いる脳波活動は、運動指令に伴って前頭葉領域から発生
する活動または、それに加えて運動動作に伴って中心回領域から発生する脳波活動であり
、前頭葉領域から発生する脳波活動や、前頭葉領域および中心回領域から発生する脳波活
動の振幅情報により、従来技術の課題を解決するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を実施例によって、図面に基づき詳細に説明する。ここに、
図１は、この発明の脳波－運動指令変換装置の第１実施例の構成を示すブロック線図、図
２は、上記第１実施例および後述の第２実施例の脳波－運動指令変換装置における電極配
置の基となる国際１０－２０法で定義される各種脳波電極の配置を示す説明図であり、図
中、符号Ｈは上方から見た人の頭部を、図では上方に顔が向いた状態で示している。
【００１３】
　図１に示すこの第１実施例の脳波－運動指令変換装置は、脳波電極Ｅ１と、増幅器１と
、帯域通過濾波器（バンドパスフィルタ）２と、時間微分演算器３と、振幅演算器４と、
統計検定演算器５と、信号生成器６とを具えており、ここにおける脳波電極Ｅ１は、人の
脳の、自発的な運動指令のための領域である前頭葉、特に前頭前野に対応して頭部Ｈの頭
皮上に配置される、図２に示す国際１０－２０法で定義されるＦｚ電極に相当するもので
あって、その頭部Ｈから脳波を検出するものである。なお、この第１実施例では、図示し
ない参照電極を、脳波電極Ｅ１の周囲四箇所の、例えばＦｚ電極の前方２０％位置の図示
しないＦｐｚ電極と、図示のＦ３，Ｆ４，Ｃｚ電極とにそれぞれ対応する位置に設定して
ローカルに脳波パワーを検出している。
【００１４】
　増幅器１は、上記自発的な運動指令のための領域に対応する脳波電極Ｅ１が検出した脳
波信号を増幅し、帯域通過濾波器２は、その増幅した脳波信号から、特定帯域の脳波時系
列情報のみ、すなわちここでは自発的な運動指令に伴って発生する脳波である４～８Ｈｚ
のシータ波の時系列情報のみを濾波して抽出し、時間微分演算器３は、得られたシータ波
の時系列データを時間微分処理し、振幅演算器４は、時間微分処理の結果からゼロクロッ
シングポイントを抽出することで、脳波時系列データの山と谷の位置を検出する。
【００１５】
　統計検定演算器５は、ゼロクロッシングポイントにおける時間微分前の時系列の絶対値
（脳波電圧の２乗値）を脳波のパワーとし、脳波電極Ｅ１で検出されるパワーに関して統
計検定することにより、時間的にパワーが変化したか否かを検定する。この統計検定量と
して、この実施例では、平均値の差をパラメトリックに検定する、以下に示すｔ検定を用
いる。
【数１】

【００１６】
　ここで、Ｓ１は、計測した脳波の電位の２乗値の最新のゼロクロッシングポイント（現
時点）から過去ｎ１個までの分散、Ｓ２は、計測した脳波の電位の２乗値の最新のゼロク
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ロッシングポイントから過去ｎ２個からｎ３個までの分散、

は、計測した脳波の電位の値の最新のゼロクロッシングポイントから過去ｎ１個までの２
乗平均値、

は、計測した脳波の電位の値の最新のゼロクロッシングポイントから過去ｎ２個からｎ３

個までの２乗平均値、ｎ１，ｎ２，ｎ３は、ｎ１＜ｎ２＜ｎ３の任意の整数である。また
、自由度は、ｄｆ＝ｎ１＋ｎ３－２に従う。
【００１７】
　そして信号生成器６は、統計検定量が一定の閾値以上になった場合に、運動の指令があ
ったものとして、例えばコンピュータや機械装置等の、外部の作業機器７の作動を制御す
る制御信号を生成する。従って、増幅器１と帯域通過濾波器２は脳波抽出手段に相当し、
時間微分演算器３と振幅演算器４と統計検定演算器５は脳波パワー検出手段に相当し、信
号生成器６は運動指令判断手段および運動指令出力手段に相当する。なお、この実施例で
は、増幅器１と帯域通過濾波器２とは、通常のアナログ回路を用いてそれぞれ構成され、
時間微分演算器３と振幅演算器４と統計検定演算器５と信号生成器６とは、帯域通過濾波
器２の出力を図示しないアナログ／デジタルコンバータを介して入力される通常のパーソ
ナルコンピュータの、あらかじめ与えられたソフトウェアに基づく作動で実現する機能に
よってそれぞれ構成されているが、これに限られるものではない。
【００１８】
　この第１実施例の脳波－運動指令変換装置で、ｎ１＝ｎ２＝ｎ３＝６として、脳波を用
いた運動指令の検出を実施した。信号生成器６における統計検定量の閾値としてｔ＝３．
１７（ｄｆ＝１０において両側検定の危険率ｐ＝０．０１）を用いた。両手の第４指の屈
曲・伸展を被験者が自発的に行っている際の脳波を、開眼状態において座位にて約１０分
程度計測し、２００Ｈｚのサンプリング周波数により取得した１０名の被験者の脳波デー
タを用いて、この第１実施例の脳波－運動指令変換装置により右側の手指運動を検出した
。
【００１９】
　図３は、この第１実施例の脳波－運動指令変換装置により検出した手指運動の結果の一
例を示し、図の上段は右手指の運動に関連して発生する筋電図、中段は筋電図の結果をも
とにした右手指運動を実施している時刻、下段は脳波をもとにこの第１実施例の脳波－運
動指令変換装置が行った右手指の運動の検出結果である。図３の下段に示すように、この
第１実施例の脳波－運動指令変換装置が実行する方法（提案手法）により検出した手指運
動は、図３の上段および中段に示す手指運動に伴う筋電結果と一致している。この第１実
施例の脳波－運動指令変換装置では、統計検定にゼロクロッシングポイントからｎ１個ま
でのデータとｎ２個からｎ３個までのデータとを用いたので、実時間での検出が可能であ
った。
【００２０】
　図４は、この第１実施例の脳波－運動指令変換装置による検出結果の確度を示し、ここ
で図４（ａ）は、この第１実施例の脳波－運動指令変換装置により１０名の被験者に対し
て手指運動を検出した結果の正答率と、ランダムに手指運動を検出した結果の正答率の比
較結果を示している。正答率は、この第１実施例の脳波－運動指令変換装置により検出し
た結果の時間長さが筋電発生の判定結果内にある確率として定義している。各棒グラフに
示してあるエラーバーは正答率の被験者間の算術平均を実施した際の標準誤差を示してい
る。この図４（ａ）に示すように、ランダムに手指運動を検出した場合と比較して、この
第１実施例の脳波－運動指令変換装置を用いて手指運動を検出した場合には、検出した結
果中の正答率が増加する。
【００２１】
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　また図４（ｂ）は、この第１実施例の脳波－運動指令変換装置により１０名の被験者に
対して手指運動を検出した際に検出できた手指運動の確率と、ランダムに手指運動を検出
した際に検出できた手指運動の確率との比較結果を示している。検出した手指運動の確率
は、この第１実施例の脳波－運動指令変換装置による検出結果が筋電発生の判定結果の時
間内に存在する数の、筋電発生数中の割合として定義している。各棒グラフに示してある
エラーバーは検出した手指運動の確率の被験者間算術平均を実施した際の標準誤差を示し
ている。この図４（ｂ）に示すように、全手指運動中、この第１実施例の脳波－運動指令
変換装置により検出できた手指運動は、ランダムに検出した手指運動と比較して増加する
。
【００２２】
　図５は、この発明の脳波－運動指令変換装置の第２実施例の構成を示すブロック線図で
あり、図中先の実施例と同様の部分はそれと同一の符合にて示す。この第２実施例の脳波
－運動指令変換装置は、脳波電極の数と配置が先の実施例と異なっており、各部の構成は
先の実施例と同等だが、脳波電極の相違に伴って各部での脳波の処理も異なっている。
【００２３】
　すなわち、この第２実施例の脳波－運動指令変換装置は、脳波電極Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３の
、三個の脳波電極を具えており、先の実施例の装置と比べて追加された脳波電極Ｅ２およ
びＥ３は、人の脳の、運動動作のための領域である中心回領域に対応して頭部Ｈの頭皮上
に配置される、図２に示す国際１０－２０法で定義されるＣ３電極およびＣ４電極に相当
するものであって、その頭部Ｈから脳波を検出するものである。なお、この第２実施例で
は、図示しない参照電極を、Ｃ３電極に相当する脳波電極Ｅ２の周囲四箇所の、例えば図
示のＦ３，Ｔ３，Ｐ３，Ｃｚ電極にそれぞれ対応する位置に設定するとともに、Ｃ４電極
に相当する脳波電極Ｅ３の周囲四箇所の、例えば図示のＦ４，Ｔ４，Ｐ４，Ｃｚ電極にそ
れぞれ対応する位置に設定して、脳波電極Ｅ２およびＥ３についてもローカルに脳波パワ
ーを検出している。
【００２４】
　そしてこの第２実施例の脳波－運動指令変換装置では、実施例１と同一の処理を、三個
の脳波電極Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３の全てに適用する。すなわち、増幅器１は、上記自発的な運
動指令のための領域に対応する脳波電極Ｅ１が検出した脳波信号と、上記運動動作のため
の領域に対応する脳波電極Ｅ２，Ｅ３が検出した脳波信号とをそれぞれ増幅し、帯域通過
濾波器２は、それら増幅した脳波信号からそれぞれ、特定帯域の脳波時系列情報のみ、す
なわちここでは自発的な運動指令に伴って発生する脳波である４～８Ｈｚのシータ波の時
系列情報のみを濾波して抽出し、時間微分演算器３は、三個の脳波電極Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３

について得られたシータ波の時系列データをそれぞれ時間微分処理し、振幅演算器４は、
時間微分処理の結果からゼロクロッシングポイントを抽出することで、三個の脳波電極Ｅ

１，Ｅ２，Ｅ３について得られた脳波時系列データのそれぞれについて山と谷の位置を検
出する。
【００２５】
　統計検定演算器５は、ゼロクロッシングポイントにおける時間微分前の時系列の絶対値
（脳波電圧の２乗値）を脳波のパワーとし、三個の脳波電極Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３についてそ
れぞれ検出されるパワーに関して先の実施例と同様の統計検定することにより、時間的に
パワーが変化したか否かを検定する。そして信号生成器６は、三個の脳波電極Ｅ１，Ｅ２

，Ｅ３の全てについて、統計検定量がそれぞれ一定の閾値以上になった場合に、運動の指
令があったものとして、例えばコンピュータや機械装置等の、外部の作業機器７の作動を
制御する制御信号を生成する。
【００２６】
　図６は、この第２実施例の脳波－運動指令変換装置により手指運動を検出した結果の一
例を示し、図の上段は右手指の運動に関連して発生する筋電図、中段は筋電図の結果をも
とにした右手指運動を実施している時刻、下段は脳波をもとにこの第１実施例の脳波－運
動指令変換装置が行った右手指の運動の検出結果である。図６の下段に示すように、この
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第２実施例の脳波－運動指令変換装置により検出した手指運動は、上段および中段に示す
手指運動に伴う筋電結果と良く一致している。この第２実施例の脳波－運動指令変換装置
でも、統計検定にゼロクロッシングポイントからｎ１個までのデータとｎ２個からｎ３個
までのデータとを用いたので、実時間での検出が可能であった。
【００２７】
　図７は、この第２実施例の脳波－運動指令変換装置による検出結果の確度を示し、ここ
で図７（ａ）は、この第２実施例の脳波－運動指令変換装置により１０名の被験者に対し
て手指運動を検出した結果の正答率と、ランダムに手指運動を検出した結果の正答率の比
較結果を示している。正答率は、この第２実施例の脳波－運動指令変換装置により検出し
た結果の時間長さが筋電発生の判定結果内にある確率として定義している。各棒グラフに
示してあるエラーバーは正答率の被験者間の算術平均を実施した際の標準誤差を示してい
る。この図７（ａ）に示すように、ランダムに手指運動を検出した場合と比較して、この
第２実施例の脳波－運動指令変換装置を用いて手指運動を検出した場合には、検出した結
果中の正答率が増加する。
【００２８】
　また図７（ｂ）は、この第２実施例の脳波－運動指令変換装置により１０名の被験者に
対して手指運動を検出した際に検出できた手指運動の確率と、ランダムに手指運動を検出
した際に検出できた手指運動の確率との比較結果を示している。検出した手指運動の確率
は、この第２実施例の脳波－運動指令変換装置による検出結果が筋電発生の判定結果の時
間内に存在する数の、筋電発生数中の割合として定義している。各棒グラフに示してある
エラーバーは検出した手指運動の確率の被験者間算術平均を実施した際の標準誤差を示し
ている。この図７（ｂ）に示すように、全手指運動中、この第２実施例の脳波－運動指令
変換装置により検出できた手指運動は、ランダムに検出した手指運動と比較して増加する
。
【００２９】
　そして図７（ａ）に示すように、この第２実施例の脳波－運動指令変換装置により検出
した信号の正答率は、先の第１実施例の脳波－運動指令変換装置により検出した信号の正
答率（図４（ａ））より増加する。一方、図７（ｂ）に示すように、この第２実施例の脳
波－運動指令変換装置により検出した手指運動の確率は、先の第１実施例の脳波－運動指
令変換装置により検出した手指運動の確率（図４（ｂ））より減少する。従って、第１実
施例の脳波－運動指令変換装置と第２実施例の脳波－運動指令変換装置とは、作業機器７
の制御が、正答率を重視するものか確率を重視するものかによって選択することが好まし
い。
【００３０】
　以上、図示例に基づき説明したが、この発明は上述の例に限定されるものでなく、特許
請求の範囲の記載範囲内で適宜変更し得るものであり、例えば脳波電極の配置や数は、所
用に応じて適宜変更することができる。また、統計検定量として、ノンパラメトリックに
検定するものを用いても良い。
【００３１】
　さらに、自発的な運動指令に伴う脳波の発生からその運動指令に応じた運動動作に伴う
脳波の発生までの間に１０分の数秒のタイムラグが存在することは知られているので、上
記統計検定にゼロクロッシングポイントからｎ１個までのデータとｎ２個からｎ３個まで
のデータとを用いる代わりにｎ２個からｎ３個までのデータだけを用いるようにしても良
く、このようにすれば、実際の運動動作に１０分の数秒先行して運動指令を検出すること
が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　かくしてこの発明の脳波－運動指令変換装置によれば、脳からの運動指令に関する信号
を、直接の運動や言語を介さずに実時間において検出することが可能になるので、筋・神
経疾患患者等の運動機能を補助する機械装置等を制御する信号を生成してその制御を可能
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を確保したりすることができる。
【００３３】
　また、この発明の脳波－運動指令変換装置は、非侵襲的に用いることができるので、筋
・神経疾患患者に限らず、一般の健常者に対してもコンピュータや機械装置とのインタフ
ェースとして用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】この発明の脳波－運動指令変換装置の第１実施例の構成を示すブロック線図であ
る。
【図２】上記第１実施例および後述の第２実施例の脳波－運動指令変換装置における電極
配置の基となる国際１０－２０法で定義される各種脳波電極の配置を示す説明図である。
【図３】上記第１実施例の脳波－運動指令変換装置により検出した手指運動の結果の一例
を示す関係線図である。
【図４】（ａ），（ｂ）は、上記第１実施例の脳波－運動指令変換装置による検出結果の
確度を示す説明図である。
【図５】この発明の脳波－運動指令変換装置の第２実施例の構成を示すブロック線図であ
る。
【図６】上記第２実施例の脳波－運動指令変換装置により検出した手指運動の結果の一例
を示す関係線図である。
【図７】（ａ），（ｂ）は、上記第２実施例の脳波－運動指令変換装置による検出結果の
確度を示す説明図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１　増幅器
　２　帯域通過濾波器
　３　時間微分演算器
　４　振幅演算器
　５　統計検定演算器
　６　信号生成器
　７　作業機器
　Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３　脳波電極
　Ｈ　頭部
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